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令和２年８月３１日 
総務課 人事係 

 
令和元年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する情報について 

 
 職員の倫理保持については、町民の誤解や不振を招くような行為を防止する総合的な対策とし

て、平成２０年９月に「芦屋町職員倫理条例」を制定し、併せて芦屋町職員倫理規則を制定して

施行しています。 
 条例では、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について、その概要を公表する

こととされており、令和元年度においては次のとおりとなっています。 
 

１．各種届出等の状況 

 条例等では、職員の倫理保持の状況をチェックするため、職員は一定の場合には届出等をす

ることとされており、その状況は以下のとおりでした。 
 
（１） 利害関係者との飲食に係る届出の状況 

    職員は、自己の費用を負担する場合は利害関係者と共に飲食をすることができますが、

自己の飲食に要する費用が３,０００円を超える場合は、あらかじめ管理職員に届け出る

こととされています。 
 

区分 届出件数 相手方 
町長部局 ２５ 

 民間企業の方や、社団・財団法人など、公益

的な性格を有する事業等を行っている団体に

属する方です。 

競艇事業局 ０ 
教育委員会 ０ 
その他の行政委員会 ０ 

 
＜前年度との比較＞ 

区分 
届出件数 

前年対比 
３０年度 元年度 

町長部局 ２８ ２５ △３ 
競艇事業局 ０ ０ ０ 
教育委員会 ０ ０ ０ 
その他の行政委員会 ０ ０ ０ 

    ※届出については、１人の職員につき１回の飲食ごとに行うこととなっています。従

って、例えば５人の職員が１回の飲食に参加した場合の件数は、５件とカウントさ

れます。（以下の届出についても同様です。） 
    ※なお、多数の者が出席する立食パーティ等の場合は、禁止行為の例外となります。 
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（２） 講演等に係る承認の状況 

    職員は、利害関係者からの依頼に応じて、報酬を受けて講演等をする場合は、あらかじ

め管理職員の承認を受けることとされています。 
    令和元年度においては、承認実績はありませんでした。 
    また本制度開始後もありません。 
 
（３） 贈与等報告書による報告の状況 

    管理職員は、事業者等から１件５,０００円を超える贈与等を受けた場合は、任命権者

に贈与等報告書を提出することとされています。 
なお、令和元年度分の贈与等報告書の記載内容について、職員倫理審査会で審査を受け、

疑義なしとの結果となりました。 
 

区分 届出件数 相手方 
町長部局 １９ 

利害関係者以外の者から講演に係る報酬を

受領したものや、学校等での講師に対する報酬

です。 

競艇事業局 ０ 
教育委員会 １４ 
その他の行政委員会 ０ 

 
＜前年度との比較＞ 

区分 
届出件数 

前年対比 
３０年度 元年度 

町長部局 ０ １９ １９ 
（うち病院部門） ０ ０ ０ 
競艇事業局 ０ ０ ０ 
教育委員会 ２１ １４ △７ 
その他の行政委員会 ０ ０ ０ 

 
２．倫理条例等に違反することを理由として行った懲戒処分等の状況 

 令和元年度において職員が倫理条例等に違反して懲戒処分等を受けた実績はありませんでし

た。 
 また、本制度開始後もありません。 

 


